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　こんにちは、税理士の松谷泰子です。
みなさんは、名古屋国税局が報道発表している「令
和５事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」と
いう資料をご存じですか。国税庁ホームページで
公表されています。
　令和５事務年度というのは、令和５年７月１日
から令和６年６月30日までの期間のことです。会
計年度は４月１日から３月 31日までなのですが、
国税には事務年度というものがあり、人事異動も
７月に行われます。
　私が国税局に勤務していた時に、この報道発表
資料を作成していましたので、今回ご紹介します。

選定にＡＩを活用するなど、効率的に調査を行っ
た結果、申告漏れ所得金額の総額及び追徴税額の
総額は過去最高を記録
　所得税の調査等の状況の項目の見出しはこれで
した。そして、「実地調査」の件数や１件当たりの
追徴税額は、前年よりも増加していると説明して
います。名古屋国税局管内での「実地調査」と「簡
易な接触」の合計件数は 60 万５千件（前事務年
度 63万８千件）、追徴税額は 1,398 億円（前事務
年度 1,368 億円）、そして、実地調査の１件当たり
の追徴税額は 175 万円となっています。

（イヤだとは思いますが）想像してみてください。
みなさんのところに税務調査が来たとしたら、ど
のくらいの追徴税額があると思いますか。（もちろ
ん、来ないのが一番！！）
　最初の調査連絡の時には、まず３年間分の調査
を行うという連絡があるかと思いますが、その調
査の中で過去にも間違っていることが把握された
場合には、仮装や隠ぺいなどがなくても、５年さ

かのぼることがあります。そうすると、ちゃんと
申告しているから心配ないとは思いますが、175
万円はあり得る金額だといえそうです。
　さらに、消費税の１件当たりの追徴税額は 97万
円となっているので、今後の確定申告も、大きな
間違いがないようにせねば、ですね。
　ＡＩ選定も活用しているということもアピール
しているので興味深いですね。

事業所得を有する個人の１件当たりの申告漏れ所
得金額が高額な上位 10業種
　こちらも毎年発表されていますが、今回の１位
は「ブリーダー」でした。２位が愛がん動物小売
業となっているので、コロナでペットブームが起
きていたのかな？などと、想像したりできますね。
このランキングは 10 年間分が公表されていて、
10 年前の１位はキャバレーでした。見てみると、
税務署が様々な業種に着目しているのが分かると
思います。
そのほか、トピックス（主な取組）として、名古
屋国税局の取組が紹介されています。
富裕層、海外投資、インターネット取引、無申告、
消費税の還付申告とありました。これらは、以前
から継続して取り組んでいることだと思います。
所得税だけでなく法人税や相続税も、同様の発表
をしています。ご興味のある方は見ていただくと、
税務署がどのような動きをしているかを垣間見る
ことができるかもしれません。
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